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地 域 医 療 連 携 に つ い て
医療って
なあに！？

地域

③

　今回は、医療機関の連携のお話
です。
　よく「医療連携」といった言葉
を耳にしますが、どのようなもの
なのでしょうか？
　医療機関には、診療所（医院、
クリニック等）、病院、大学病院
など、機能や規模によりそれぞれ
の役割があります。しかし、「大
きな病院の方が安心だ」などと
いった大病院志向により、一部の
病院に患者が集中し、それぞれの
医療機関が持つ本来の役割を果た
せない状況が出
てきています。
　また、医師や
看護師などの負
担が増えること
が、離職の要因
ともなっており、医療従事者の不
足は、病院の破綻、最悪のケース
では地域医療の崩壊を招くおそれ
もあります。
　医療連携とは、このような状況
の中で、バラバラに医療サービス
を提供するのではなく、地域の医

療機関が連携し、それぞれの特長を
生かし、地域全体がひとつの医療シ
ステムとなって、最適な医療サービ
スを提供しようというものです。
　具体的には、初期診療や慢性疾患
で症状が安定している場合などは、
診療所（かかりつけ医）に診てもら
い、診察の結果、専門的な検査・診
察や入院が必要と診断された場合
は、治療に適切な機能を持つ病院へ
紹介を受けて受診するといった一連
の流れが地域医療連携になります。
　市が支援する栃木地区メディカル
センター（仮称）においても、急性
期から慢性期、在宅医療に至るまで
切れ目のない医療提供体制の整備を
目指して、地域のかかりつけ医との
連携をはじめ、大学病院等の三次医

療機関との連携を
図っていくことを
目指しています。
　市民の皆さんに
は、医療機関の役
割等を改めてご理

解いただき、地域医療を支える一員
として適切な受診に務めると同時
に、健康で生き生きとした生活を
送っていただきたいと思います。

　  地域医療対策室 ☎ 21 ‐ 2419

受付日 対象地域 会場
１月   7 日（月）～ 11 日（金） 栃　木

下都賀庁舎第 1 別館 2 階
大会議室（神田町）１月 15 日（火）～ 16 日（水） 都　賀

１月 17 日（木）～ 18 日（金） 西　方
１月 21 日（月）～ 23 日（水） 藤　岡 下都賀庁舎第 2 福利厚生

棟 2 階会議室（神田町）１月 24 日（木）～ 25 日（金） 大　平
受　　付　　時　　間

各日とも 8:45 ～ 11:30 および 13:00 ～ 16:30

農業用軽油引取税免税証の交付申請について
　農作業に使用する軽油は、免税証の交付を受けることで、軽油引取税が免税にな
ります。平成 25 年分の免税証の交付申請を受け付けますので、ご希望の方は申請
してください。また、県の事務事業の見直しにより、今回から申請窓口が下都賀
庁舎１か所となりますので申請の際はご注意ください。
　皆さんにご不便をお掛けしますが、ご理解よろしくお願いします。

注：①新規申請および交付数量の見直しを希望される方は、後日の交付になります。
②新規申請および登録機械の入替えがある方は、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ
等に控えるか、パンフレットをお持ちください。
③国税及び地方税の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から２年を経過しなければ申請
できません。

○栃木県税事務所　免税軽油担当　☎ 23 ‐ 3416（農業用軽油免税証について）
○栃木市農業委員会　　　　　　　☎ 21 ‐ 2526（耕作証明書について）

◆受付日等

◆申請に必要なもの

◆問合先

※朝一番、午後一番の時間帯は大変混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズです。

申請期間は１月７日（月）～25日（金）（土日祝を除く）大幅に拡大しました。
混雑を避けるため、対象地域を設けましたので、ご協力をお願いします。なお、対象地域の
受付日にお越しいただけない場合は、期間内で都合の良い日に申請してください。

（1）免税軽油使用者証（2）印鑑（3）免税軽油の引取り等に係る報告書（納品
書又は領収書を添付、写しでも可）（4）手数料　420 円（新規申請および使用
者証更新の場合）つり銭の無いようご協力をお願いします。
※新規申請および耕作面積が増えた場合のみ（5）耕作証明書（使用者証更新の
みの場合には耕作証明書は不要になりました）必要な方は農業委員会または各総
合支所産業振興課・産業建設課で発行します。あらかじめご用意のうえ会場にお
越しください。（発行手数料 200 円）
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業
者
が
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更

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
の
案
内
に

つ
い
て
民
間
委
託
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
10
月
か
ら
委
託
事
業

者
が
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り

ま
し
た
。

▽
事
業
者
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ア
イ
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シ
ー
・

ア
ー
ル　

バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ  

シ
ー
・
ヴ
ィ
・
シ
ー
共
同
企
業
体

▽
☎
０
９
６
‐２
２
１‐２
８
０
０

　

過
去
２
年
以
内
に
国
民
年
金

保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
場

合
、
右
記
の
委
託
事
業
者
か
ら

電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問
等
に

よ
り
納
付
や
免
除
等
申
請
手
続

き
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

《
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
ご
注

意
！
》

　
委
託
事
業
者
が
戸
別
訪
問
し

て
保
険
料
を
お
預
か
り
す
る
場

冬
休
み
学
童
保
育
利
用
申
込
受
付

建
設
工
事
等
入
札
参
加
者

の
資
格
審
査
申
請
受
付

　

平
成
25
、
26
年
度
中
に
市
が

行
う
建
設
工
事
及
び
測
量
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
の
入

札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
の

申
請
受
付
を
行
い
ま
す
。

◆
受
付
期
間　

①
市
内
に
本
店

ま
た
は
支
店
等
の
営
業
所（
※
）

の
あ
る
業
者　

12
月
10
日（
月
）

～
平
成
25
年
１
月
11
日
（
金
）

②
前
記
以
外
の
業
者　

平
成
25

年
１
月
21
日
（
月
）
～
２
月
４

後
期
消
防
設
備
士
試
験

◆
日
時　

平
成
25
年
２
月
17
日

（
日
）

◆
場
所　

宇
都
宮
工
業
高
校

（
宇
都
宮
市
）　

◆
受
験
資
格　

▽
甲
種
（
資
格

が
必
要
で
す
）
▽
乙
種
（
資
格

の
制
限
な
し
）

　

就
労
等
で
、
家
庭
で
の
保
護

指
導
を
受
け
ら
れ
な
い
児
童
を

対
象
に
、
冬
休
み
期
間
中
の
み

の
学
童
保
育
利
用
申
込
受
付
を

学
校
給
食
用
物
資
納
入

指
定
希
望
申
請

　

栃
木
地
域
内
各
給
食
共
同
調

理
場
（
９
か
所
）
で
使
用
す
る

物
資
の
納
入
は
、
公
正
・
公
平

性
を
期
す
る
た
め
、
青
果
物
、

鮮
魚
、
食
肉
、
豆
腐
・
こ
ん

に
ゃ
く
お
よ
び
麺
類
の
納
入
業

者
は
、
指
定
希
望
申
請
書
を
提

出
し
た
業
者
の
中
か
ら
選
定
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

業
者
選
定
は
、
申
請
書
の
内

容
や
各
調
理
場
の
評
価
表
、
調

査
等
か
ら
、
物
資
の
安
全
性
、

品
質
、
安
定
供
給
、
価
格
な
ど

を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
し

ま
す
。

◆
対
象　

①
原
則
、
市
内
に
主

た
る
事
業
所
を
有
し
、
物
資
を

納
入
で
き
る
方
②
市
物
品
購
入

等
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
及

び
小
規
模
等
契
約
希
望
者
登
録

（
市
内
本
店
業
者
の
み
）
の
手

続
き
を
済
ま
せ
た
方

◆
指
定
期
間　

１
年
間
（
平
成

25
年
度
）

◆
申
請
期
間　

平
成
25
年
１
月

10
日
（
木
）
～
16
日
（
水
）

▽
受
付　

９
時
～
17
時
（
土
、

日
曜
日
・
祝
日
除
く
）

※
指
定
希
望
申
請
書
は
学
校
教

育
課
に
あ
り
ま
す
。
現
在
各
調

理
場
へ
納
入
さ
れ
て
い
る
方
に

は
、
別
途
配
布
し
ま
す
。

 

学
校
教
育
課 

☎
21
‐２
７
２
６

ハ
ッ
ピ
ー
子
育
て
⑨

い
じ
め
は
人
間
と
し
て

恥
ず
か
し
い
行
い
だ

　

い
じ
め
は
、
力
の
弱
い
子

や
、
ま
じ
め
に
努
力
す
る

子
、
周
り
に
流
さ
れ
な
い
た

め
「
異
質
」
と
み
な
さ
れ
た

子
な
ど
を
標
的
に
す
る
卑
怯

な
行
い
で
す
。
悪
い
の
は
い

じ
め
る
子
で
あ
っ
て
、「
い

じ
め
ら
れ
る
側
に
も
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
る
」
な
ど
と

い
う
こ
と

は
全
く
の

間
違
い
で

す
。

　

い
く
ら

軽
い
遊
び

や
悪
ふ
ざ
け
、
ジ
ョ
ー
ク
の

つ
も
り
で
も
、
い
じ
め
ら
れ

る
側
の
苦
し
み
・
痛
み
は
深

刻
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ

せ
、
い
じ
め
る
こ
と
は
、
人

間
と
し
て
決
し
て
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
り
、
い
じ
め
を

は
や
し
立
て
た
り
傍
観
し
た

り
す
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
家
庭
の
中
で

き
ち
ん
と
話
し
合
い
ま
し
ょ

う
。

　

そ
し
て
自
分
の
子
ど
も

が
い
じ
め
を
し
て
い
る
と
分

か
っ
た
ら
、
必
ず
す
ぐ
に
や

め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
文
部
科
学
省
・

　
　

家
庭
教
育
手
帳
よ
り
）

 

生
涯
学
習
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☎
21
‐
２
７
３
１

合
、
顔
写
真
入
り
の
納
付
特
例

員
証
明
書
（
身
分
証
）
を
提
示

し
、
日
本
年
金
機
構
が
発
行
す

る
納
付
書
を
お
持
ち
の
方
に
限

り
、
保
険
料
を
お
預
か
り
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。
納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い

方
か
ら
保
険
料
を
お
預
か
り
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

栃
木
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課  

☎
22
‐
６
０
７
４

日
（
月
）

※
「
市
内
に
支
店
等
の
営
業
所

の
あ
る
業
者
」
と
は
、
本
市
が

別
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
営

業
所
を
設
置
す
る
者
を
言
い
ま

す
。

◆
条
件
・
提
出
書
類
等　

詳
し

く
は
、
12
月
上
旬
か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
提
出
要

領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
提
出
要

領
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

書
等
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

（
契
約
検
査
課
で
配
布
も
可
能
）

◆
提
出
方
法　

郵
送
（
直
接
提

出
も
可
）

◆
提
出
先　

契
約
検
査
課

（
〒
３
２
８-

‐
８
６
８
６
入
舟

町
７
‐
26
／
☎
21
‐
２
４
１
１
）

し
ま
す
。
現
在
学
童
保
育
を
利

用
し
て
い
る
方
は
、
申
し
込
み

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く

は
各
総
合
支
所
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。申
込
用
紙
は
本
庁
、

各
総
合
支
所
及
び
各
学
童
保
育

に
あ
り
ま
す
。
定
員
に
は
限
り

が
あ
り
ま
す
。
申
し
込
み
し
て

も
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◆
対
象　

栃
中
央
小
、栃
三
小
、

栃
四
小
、
栃
五
小
、
南
小
、
大

宮
北
小
、
吹
上
小
、
大
平
・
藤

岡
、
都
賀
地
域
内
各
小
学
校
通

学
区
域
内
学
童
保
育

◆
申
込　

11
月
26
日
（
月
）
～

12
月
７
日
（
金
）　

  
 

こ
ど
も
課 

☎
21
‐
２
５
１
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健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
２

◆
費
用　

▽
甲
種
５
千
円
▽
乙

種
３
千
４
百
円

◆
申
込
期
間　

12
月
３
日（
月
）

～
14
日
（
金
）　

電
子
申
請
11

月
30
日（
金
）～
12
月
11
日（
火
）

◆
申
込
先　

消
防
本
部
予
防
課

☎
22
‐
０
１
１
９
㈶
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部
☎

０
２
８
‐
６
２
４
‐
１
０
２
２


